愛知県教育委員会認可通信教育
令和７年１１月４日
学習中断中の皆さんへ
愛知県立刈谷東高等学校
通信制課程教務部学籍係

学習中断中の在籍に関わる手続きについて

1. 在籍・除籍について
(1) 学習中断中も、あなたは本校の生徒として在籍します。
(2) 中断期間（納金していない期間）が連続して５年を超えると、自動的に除籍となります。
(3) 除籍後に、再度本校での学習を希望する場合は、改めて入学試験を受けて、合格すれば再入学できます。
(4) 学習中断中に、他の学校に入学することはできません（二重学籍となります）。
	高等学校卒業程度認定試験に合格して、大学に進学をする場合には、本校を退学する必要があります。速やかに手続きをしてください。

2. 次年度復活する場合について
　(1) 年度途中からの復活はできません。次年度４月からの再開になります。
　(2) 毎年度11月に、学校から「次年度の受講登録について」、「復活届」を送付し、受講意思の確認をとります。
　(3) 復活を希望する場合には、本校通信制教務部学籍係に連絡し、年内の指定された期限までに、必要書類を提出のうえ、面談をしてください。

3. 諸書類の発行申請について
　(1)「在籍証明書」	：勤務先や保険の関係等で必要な場合には、旧担任または教務部学籍係に申請
		してください。
　(2)「成績・単位修得証明書」：高等学校卒業程度認定試験で科目免除を受ける等で必要な場合には、旧担任
		または教務部学籍係に申請してください。
　(3) その他の書類　　　　　：旧担任または教務部学籍係に確認してください。

4. 連絡先の変更について
　　中断期間中に転居などのために連絡先が変更になった場合には、必ず、本校へ連絡してください。毎年、11月に復活確認の手紙を送っても、「宛先不明」で届けられない生徒がいます。一度「宛先不明」になった場合には、以後、学校から連絡を取ることができなくなります。


連絡先　　愛知県立刈谷東高等学校　〒448-8653　愛知県刈谷市半城土町三ツ又20
		TEL：0566-21-3349（通信制課程）
